
    地域 

項目 
下 市 町 （開発行為に関する指導要綱） 

適用範囲 

  
１．５００㎡以上の開発行為。 

２．地階を除く階数が４以上の建築物及び地階を除く階数が３以下で計画戸数が３０戸以上の集合住宅（以下これらを「中高  

 層建築物」という）を目的とする建築行為。 

３．同一地域において、１つの開発及び建築規模が同条１号、２号の適応を受けない場合であっても、隣接して行う行為につ 

 いて一連のものとみなされる開発行為及び建築行為にあっては、これらの行為の合算した規模が同条１号、２号の適応範囲 

 となる場合。 

４．前各号以外で開発行為を行うことにより、公共・公益施設を整備する必要があると町長が認めた場合。 

５．その他町長が必要と認めるもの。 

開発事業の事

前協議等 

 

１．適用範囲の規定により、この要綱の適用を受ける事業者は各関係法令に基づく許認可申請を行う前に、町長に事前相談を 

 行い、町の関係各課と部署別事前協議を行い、おおむね合議に至った段階において、「開発事業事前協議申請書」（様式第１

号）を町長に提出し、事前協議を行わなければならない。 

２．町長は、協議の申し出のあった事業者に対し、土地利用計画をはじめとする基本計画にそうよう指導し協議するものとす 

る。 

住民への開発

計画の公開及

び協議 

１．事業者は、地域における現在の環境及び将来のまちづくりに対して影響を及ぼすことに鑑み、あらかじめ地域住民に計画

等を公開しなければならない。 

２．事業者は、あらかじめ開発計画等について説明会等の方法により、地域住民及び開発区域周辺の利害関係のある住民と誠

意をもって協議を行ない、必要な事項については合意の形成をはかるものとする。 

３．事業者は町長に対し、前項の協議内容、協定等の内容及び対応状況等を、地元協議報告書（様式第４号）により町長に報

告し、その確認を受けなければならない。 

事前協議の完

了 
本要綱に基づく第４条の協議申し出により、町長は本要綱に基づき、全ての協議が成立したときは、事業者と覚書を取り交

わすものとする。 

福祉のまちづ

くり 
事業者が行う開発事業計画は、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例（平成７年３月２２日公布、奈良県条例第３０号）に

基づき、障害者、高齢者等の視点に立ち、安全で快適な生活環境が確保できるよう十分に配慮した計画とする。 

開発事業計画

の変更 
事業者は、第６条（事前協議完了）に定める覚書交換後において、事業計画を変更しようとするときは、事前協議変更申請

書（様式第１号の５）を提出し、各関係者と変更事項について協議をしなければならない。 

技術基準 事業者は、開発事業により整備される公共施設及び公益施設は、奈良県開発許可制度に関する審査基準に準じ計画を行うも

のとする。又、技術基準に関しては奈良県宅地造成等規制法（以下「宅造規制」という）に準ずる。 

公共、公益施

設の整備、施

行等 

 

１．事業者は、開発区域等における必要となる公共施設及び公益施設の計画にあたっては、次の各項に定める事項に留意する

こと。 

２．環境衛生 

  事業者は、開発区域内における汚水処理については、次の各号の形式によらなければならない。 

（１）公共下水道方式 

     下水道法の規定による終末処理施設によるもの。下市町下水道条例（平成１０年１２月２４日 条例第２２号）及

び下水道条例施行規則（平成１０年１２月２４日 規則第４号）により下水道管理者と別途協議するものとする。 

（２）し尿浄化槽方式 

     合併処理浄化槽による。設計及び施工は建築基準法、浄化槽法及び奈良県浄化槽取扱要綱によること。 

３．上水道 

  下市町上水道条例（平成１０年３月２０日 条例第８号）及び下市町上水道給水条例施行規程（平成１４年３月２９日 

規程第３号）により上水道管理者と別途協議するものとする。 

４．道路 

   開発区域内に整備される道路については、事業者の負担で施工しなければならない。又、開発区域外との連絡道路につ 

いては、町長が必要と認めた場合、指示する区間を事業者が整備施工に協力するものとする。 

５．公園、緑地、広場の配置については、防災及び非常災害時の避難場所として役立つように整備し、事業者の負担で施工し

なければならない。又、環境保全等を考慮し、可能な限り緑化に努めるものとする。 

６．雨水、排水、放流先の水利権者又は管理者との協議のうえ、開発区域を含む集水区域全体の流量を勘案し、排水路等に適

切かつ有効に排出できるように接続しなければならない。 

７．河川、水路、洪水等による災害の発生を防止できるよう町と協議し、治水対策に努めるものとする。 

８．消防水利施設 

  開発区域内の配置形態並びに建物の規模及び用途により必要な設備を町及び消防署と協議のうえ、その同意を得て設置す

ること。又、中高層建築物の計画にあたっては、消防車等の活動できる空地を確保すること。 

９．文化財 

  埋蔵文化財包蔵地及びその周辺において開発事業を行う場合は、町教育委員会と協議し、保存の必要がある場合はその対

策を講じなければならない。又、埋蔵文化財包蔵地域以外の地域で、開発事業に際し埋蔵文化財等を発見したときは、速や

かに町教育委員会に届け出てこれらの処置等について協議し、保存の対策を講じなければならない。 

１０．交通安全対策 

   開発区域内の道路交通及び開発区域に通ずる区域外の主たる道路交通について、道路標識、道路標示、区画線、交通安

全施設、駐車施設等の設置並びに開発事業計画を策定する際、工事車両の運行計画について、当地域を管轄する警察署及

び交通安全委員会と協議するものとする。 

１１．通学路等の安全対策 

   開発区域内外の通学・通園路について事前に町担当課及び教育委員会と協議するものとする。 

１２．駐車、駐輪施設 

   開発事業に伴う建築物の用途、規模、居住者数、従業員数、来客者数及び居住者の安全等を考慮し、別途協議のうえ確

保するものとする。原則として開発区域内に確保すること。 

１３．ごみ集積施設 

   ごみ収集や交通及び道路事情を考慮し、ごみ集積施設設置について担当課（下市町 紫水苑）と協議すること。 
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公共、公益施

設の整備、施

行等 

 

 

 

 

１４．公害関係 

   開発行為の施行に伴い、公害発生のおそれがある場合は、担当課と協議するとともに、公害防水対策等必要な措置を講 

じなければならない。又、近隣の周辺住民等から苦情等の申し出があった場合は、速やかに万全の対策を講じるととも 

に、誠意をもって自主的に解決しなければならない。 

１５．その他 

   町長が必要とする公共的な施設については、別途協議により確保しなければならない。 

工事の着手、

完了及び検査 

 

 

１．事業者は、関係法令の許可を受け、都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則第８条の規定による工事着手届 

を提出した後でなければ工事に着手してはならない。又、工事完了後、都市計画法第３６条第１号による工事完了届を提 

出し、町長に届けると共に、必要と認める場合は検査を受けなければならない。 

２．事業者は前項の規定による検査の結果、不備な箇所があった場合は、自己の負担によって手直ししなければならない。 

公共、公益施

設の引継ぎ等 

 

１．開発行為により事業者が施工又は設置した公共、公益施設は、この要綱に定めるもののほか町長に協議のうえ、原則と 

して町に引き継ぐものとする。ただし、事業者と協議又は覚書等において別段の定めを結んだものについてはこの限りで 

はない。 

２．事業者は、前項の引継ぎに関し、公共、公益施設の管理者となるべき者に関係図書を提出し、必要と認める場合は引継 

ぎ検査を受けなければならない。 

３．前項の定めにより帰属することとなる公共施設の維持管理及びその費用等について別に定める場合は、管理者となるべ 

き者又は町長が必要と認める者との間において管理協定を締結するものとする。 

損害の補償 事業者は、開発事業により第三者に損害を与えたときは、その補償の責めを負わなければならない。 

公共、公益施

設の整備協力

金 

１．事業者は、町長との協議において、単独で施行又は設置を要しないと決定した公共施設の新設、整備、拡充に要する費 

用として公共公益施設協力金を下記に定めるところにより納付するものとする。 

（１）公共公益施設整備協力金 

    ・住宅地開発      ５００㎡以上  ５０，０００㎡未満面積につき   １，０００円×有効宅地面積 

    ・住宅地開発   ５０，０００㎡以上２００，０００㎡未満面積につき     ５００円×有効宅地面積 

       ・住宅地開発 ２００，０００㎡以上                    ２００円×有効宅地面積 

    ・共同住宅地開発の面積につき                   ２００，０００円×計画戸数 

    ・ゴルフ場開発の面積につき                        １３０円×開発予定面積 

（２）公共下水道施設整備協力金                      ２００，０００円×計画戸数 

 ※有効宅地面積は、造成する土地の面積から公共、公益施設敷地を除く面積とする。 

２．前項の公共公益施設協力金等について、町長が公共公益上特に必要と認める場合は、その一部又は全部について納付を 

求めないことがある。 

協力金の返還

措置 
事業者は、前条に定める協力金を納付した後に開発事業を廃止した場合、町に協力金の返還を申し出ることができる。この

場合納付済金額より既に当該開発事業のために投資した金額を差し引いた額を返還する。ただし、返還金額は無利子とする。   

開発事業の廃

止 
事業者は、開発事業の計画を廃止するときは、開発事前協議（様式第１号の６）を町長に提出しなければならない。   

 

地位承継の届

出 
被承継人（旧事業者）が、有していた地位を承継したものは、地位承継届（様式第５号）に承継の事実を証する書類を添え

て町長に届け出なければならない。  

要綱の不履行 この要綱に従わずに行われた開発事業については、町長は事業者に対し必要な措置をとることができる。 

補足 この要綱で定めのない事項で、必要な事項が生じた場合は、その都度町長が定める。   

施行改正年月

日 
平成 24 年 10 月 1 日施行 

 

 

 

 

 


